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第73号議案長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例
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1 改正の概要

(1)組織改正の考え方

現下の行政課題や多様化する市民二ーズに迅速かつ的確に対応し、効果的に業務を

推進するための管理執行体制の構築を図る。

(2)主な改正内容

ア業務の効率性及び戦略的な広報展開による情報発信機能の向上を図るため、秘書

広報部を新設する。

イ文化観光部の事務を見直し、市民生活に密接に関係する芸術文化に関する事務を

市民生活部に移管する。

ウ今後の大型事業及び住宅施策の重要性を勘案し、より専門的かつ迅速に対応でき

る組織体制とするため、建築部を新設する。

(3)施行日

令和元年8月1日
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2 新旧対照表

(部等の設置)

第1条地方自治法(昭和22年法律第67号)第158

条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する

事務を分掌させるため、次の部、総合事務所、

課及び室を設け、その分掌事務を定める。

秘書課

秘書に関すること。

現行

広霊広^

広報及び広聴に関すること。

防災危機管理室

防災及び危機管理に関すること。

(部等の設置)

第1条地方島台法(昭和22年法律第釘号)第158

条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する

事務を分掌させるため、次の部、総合事務所及

び室を設け、その分掌事務を定める。
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改正案

.

企画財政部

(1)総合計画に関すること。

(2)施策の総合的な企画、推進及び調整に関す

防災危機管1里室

防災及び危機管理に関すること。

登晝盛^

a)秘書に関すること。

ること。

(3)予算その他財務に関すること。

総務部

①議会に関すること。

(2)行政管理に関すること。

'、

(2)広報及び広聴に関すること。

(3)国際交流に関すること。

企画財政都

①総合計画に関すること。

(2)施策の総合的な企画、推進及び調整に関す

ること。

③予算その他財務に関すること。

総務部

①議会に関すること。

(2)行政管理に関すること。



.

(3)職員の人事、給与及び福利厚生に関するこ

と。
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現行

情報に関すること。

統計に関すること。

他の所管に属しない事項に関すること。

理財部

(1)市有財産に関すること。

(2)税に関すること。

(3)契約及び工事等の検査に関すること。

市民生活音3

(1)市民生活に関すること。

(2)市民相談に関すること。

(3)職員の人事、給与及び福利厚生に関するこ

と。

改正案

情報に関すること。

統計に関すること。

他の所管に属しない事項に関すること。

(3)交通安全に関すること。

(4)スポーツに関すること。

⑤男女共同参画の推進に関すること。

⑥消費生活に関すること。

原爆被爆対策部

①原子爆弾被爆対策に関すること。

(2)平和推進に関すること。

福祉部

①社会福祉に関すること。

②介護保険に関すること。

市民健康部

理財部

(3)契約及び工事等の検査に関すること。

市民生j醋Π

(1)市民生活に関すること。

(2)市民相談に関すること。

(3)交通安全に関すること。

U)芸術文化に関すること。

(1)市有財産に関すること。

(2)税に関すること。

(5)スボーツに関すること。

(6)男女共同参画の推進に関すること。

⑦消費生活に関すること。

原爆被爆対策部

①原子爆弾被爆対策に関すること。

②平和推進に関すること。

福祉部

①社会福祉に関すること。

(2)介護保険に関すること。

市民健康部
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(1)健康に関すること。

②保健衛生に関すること。

③環境衛生に関すること。

(4)保健所に関すること。

(5)医療に関すること。

現行

⑥医療保険こ関すること。

(フ)診療所に関すること。

こども都

子どもに関すること。

環境部

①健康に関すること。

①環境保全に関すること。

(2)保健衛生に関すること。

(2)廃棄物の処理及び清掃に関すること。

③環境衛生に関すること。

改正案

商工部

④保健所に関すること。

①商業及び工業に関すること。

(5)医療に関すること。

②貿易に関すること。

(6)医療保険に関すること。

(3)雇用に関すること。

(フ)診療所に関すること。

文化観光部

こども部

(1)観光に関すること。

子どもに関すること。

環境部

②国際交流に関すること。

(3)文化に関すること。

①環境保全に関すること。

水産農林部

②廃棄物の処理及び清掃に関すること。

商工部

①水産業に関すること。

②農業及び畜産業に関すること。

(1)商業及び工業に関すること。

(3)林業に関すること。

(2)貿易に関すること。

(3)雇用に関すること。

文化観光部

(1)観光に関すること。

(2)歴史文化に関すること。

水産農林部

(1)水産業に関すること。

②農業及び畜産業に関すること。

(3)林業に関すること。
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土木部

①道路その他土木に関すること。

②河川に関すること。

現イテ

③用地取得に関すること。

(4)公園に関すること。

まちづくり部

①都市計画は関すること。

②都市交通その他運輸対策に関すること。

③

土木部

景観に関すること。

港湾に関すること。④

⑤都市開発その他都市整備に関すること。

①道路その他土木に関すること。

⑥建に関すること

(2)河川に関すること。

改正案

(フ)住宅に関すること。

(3)用地取得に関すること。

④公園に関すること。

まちづくり部

①都市計画に関すること。

中央総合事務所

②都市交通その他運輸対策に関すること。

①戸籍及び住民基本台帳に関すること。

② j也1或の社会福祉及び健康に関すること。

(3)地域の道路、公園その他土木に関すること。

(3)景観に関すること。

(4)港湾に関すること。

(5)都市開発その他都市整備に関すること。

東総合事務所

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

②地域の道路、公園その他土木に関すること。

建築部

南総合事務所

(1)建築に関すること。

(2)住宅に関すること。

中央総合事務所

①戸籍及び住民基本台帳に関すること。

②地域の社会福祉及び健康に関すること。

(3)地域の道路、公園その他士木に関すること。

東総合事務所

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関すること。

南総合事務所
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①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関すること。

北総合事務所

現行

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関すること。

(委任)

第2条この条例に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が定める。

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木.に関すること。

北総合事務所

改正案

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関すること。

(委任)

第2条この条例に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が定める。
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0令和元年8月1日付組織改正案

旧(平成31年4月1日)

区二至亘^

稾京事務所

秘害課

広無広聴課

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

防災危機管理室

^.■..゛...■..゛..甲■...,.師...司

新(令和元年8月1日)

都市経営室

'ー

E^

長崎創生推進室

f甲

区二玉^
に二亙^

.ー

移住支援室

、、地域コミュこティ推進室

大型事業推進室

文化観光部

.'

[Σ亟匡^

歎純民孃鰍推進室、.'1

防災危機管理室

E^

守;.・毯界遣崖推進窒1、、ニ.

1丁.秘喜課

財政課

(課省略)

(課害略)

●●●,●●●●■●●●●●●■●●●●●●.■...

、に広報広聽課、

f '、 9,1国際課1・i",・

広毅戦略室

化観光部

自治振興課

京京纂務所

人権男女共同参画室

..
冒

冒

冒.

,

冒

冒■
冒

冒

匝亟^
区二玉^
区亟^
区茎垂=
仁=亙^
匡亙亘=1

都市経営室

長崎創生推進室

■■●●■■◆■■■●■●●●●●■●■●●●■●●●

スポーツ振輿課

移住支援室

平和マラソン推進室

大型享業推進室

総務部

'宅
昆

,

地域コミュニティ推進室

理

肖費者センター

市民生活部

文化観光部

もみじ谷葬斎場

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

ーフー

"ι:ニ.1、

財政課

十田

(課省略)

(課省略)

●■●●■■■■■■■■■.■■.■..■.....冒
冒

自治振輿課

市民協勲推進室

人権男女共同参画室

巨亟^
区二亙^
に工^
CI^1
区亘亟^
直亘雲亘=

工嚢化振興課!

●●■●●■■.■■.●■.■●●■■.■....■.冒

スポーツ振輿課

平和マラソン推進室

肖費者センター

もみじ谷葬斎場
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区王匝^

旧(平成31年4月1日)

f●甲●●,甲一●,甲●■■■●●■●■戸両●一●一

、ー

観光政策課

DM0推進室

MICE推進室

交流拠点施設整備室

観光推進課

に茎^
厄二三^

国際課

[Σ璽^

新(令和元年8月1日)

区亙玉巨^

文化財課

出島復元整備室

秘書広報部

長崎学研究所

(課省略)

(課省略)

市民生活部

.

.

皿●■●■■■●■●◆■■●■■■●●■■■■■●●閉

企画財政部

観光政策課

都市計画課

長崎駅周辺整備室

DM0推進室

'●●●●●●●●●●●●●●●●●叫.ー.

まちなか事業推進室

.

MICE推進室

.

」稾長崎土地区風甍理享務所

交流拠点施設整備室

.,",住宅課、、・.,

景観推進室

観光推進課

匠立^
に=重重コ

1、,、"'般建築課q1イ',1

1_'_' 1設備課W

区璽亙丞^

巨璽^
匠璽^
区亙^
に工^

文化財課

建築指導課1_

(課省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

出納室、消防局、上下水道局、議会、教育委員会、選
挙管理委員会、公平委員会、監査、農業委員会、固
定資産評価審査委員会省略

出島復元整備室

三●●■■●●◆●●●●●●●■◆■■■■、

長崎学研究所

(課省略)

(課省略)

都市計画課

長崎駅周辺整備室

※今回設置する「広報戦略室」は課内室として設置するものであり、当該室の統括所属の下に記載している。
(銃括所属から点線で接続)

令和元年8月1日付組織改正(平成31年4月1日との比ま鋤
部.+2、課:増減なし、課内室:+1

まちなか事業推進室

・・寮長崎土地区画整理事務所

[三三璽^

景観推進室

f l

「「"'ーーー['ー

1

巨亜^
匠亙^
匠埀^
匝亟^

信果省略)

(課省略)

(課省略)

(課省略)

出納室、消防局、上下水道局、議会、教育委員会、選
挙管理委員会、公平委員会、監査、農業委員会、固
定資産評価審査委員会省略
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建築課

1、殻備課
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. 0市長部局の局・部の数の推移

年度

H16

H16.10

部の
,.増滅、

H17

17

H18

'1

18

H19

18

H20

地域行政部

増

栂

H21

16

J

H22

福祉保健部、こども部

▲2

15

、

H23

'1

14

H23,8

文化観光部、水産農林部

'1

下水道部

14

H24

企画財政部、理財部

4

滅_

14

4

』゛、

H25

4

J

15

2

H26

4

福祉部、保健部

16

H27

福祉部、市民健康部

4

地域行政部、まちづくり部

16

2

H28

国体推進部

4

観光部、水産部、農林部

16

2

H29

企画部、財政部、建設管理部

15

'4

H29,10

▲1

▲2

14

H30

▲1

'2

14

2

H31

まちづくり部

福祉保健部

'3

18

RI.8

'3

4

18

中央総合事務所、東総合事務所、
南総合事務所、北総合事務所

18

.

20

国体推進部

'1

2 秘書広報部、建築部

都市計画部、建築部

4

'1
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0事務分条例に係る局・部等の変遷

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H238 H24

秘課

広報課

財政部

地域行政部σ6.10~)

企画部

H25

都市経営室

総務部

H26 H27

企回財政部

福祉部

保健部

しごと改革室

H28

市民生活部

原爆被爆対策部

広報広聴課

H29 H29.10 H30

理財部

産経営室

総務局

防災危機理室

企画財政部

総務部

理財部

福祉保健部

H31

環部

こども部

観光部

水産部

農林部

建般管理部

市民局

市民生活部

原被爆対策部

福祉部

市民健康部

こども部

部

国体推進部

経済局

商工部

企画財政部

総務部

理財部

文化観光部

防災危機理室

秘書広報部

水産農林部

道路公園部

都市計画部

建築住宅部

まちづくり部

市民生活部

原爆被爆対策部

福祉部

市民健康部

こども部

環境部

企画財政部

総務部

理財部

商工部

文化光部

18 1817 151516 M14

(各年度4月1日時点における部の数(H238、 H29'10、 R18を除く))

水産農林部

市民生活部

原爆被爆対策部

福祉部

市民健康部

こども部

環境郁

設局

土木都

都市計画部

建築部

商工部

文化観光部

水産林部

商工部

文化観光部

土木部

まちづくり部

16

水塵林部

16 16
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15

中央総合事務所

東総合事務所

南総合事務所

北総合事務所

1818 袷

土木部

まちづくり部

建築部

14 14

中央総合務所

東総合事務所

南総合事務所

北総合事務所

20

ー
ー
ー


